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令和 5年 9月 29日 

市長定例記者会見配布資料 

上越市農村振興課 

 

 

猛暑・渇水による農作物等への被害に係る緊急金融支援について 
 

 

１ 支援の目的 

 今夏の猛暑・渇水により被害を受けた農業者等の経営の維持・安定を図るため、資金

調達を行う農業者等の利子及び保証料負担を軽減する緊急金融支援を実施する。 

 

２ 支援の概要 ※詳細は添付したチラシに記載 

⑴  融資実行後 2年間の利子及び保証料助成 

融資実行後 2 年間の利子及び保証料相当額に係る農業者等の負担をゼロまたは

軽減するよう支援する。 

⑵  新潟県農林水産業振興資金（8号資金）を設定する金融機関への利子補給 

償還期間中の農業者等の金利が低利となるよう金融機関に利子補給する（最大 7

年間）。 

 【市の支援内容と農業者等の負担】 

支援対象資金 

（取扱金融機関等） 

 市の支援内容 農業者等の実質負担 

 利子 保証料 利子 保証料 

令和5年度緊急農業

経営安定資金 

（ＪＡえちご上越） 

2年間 － 
全額相当を

補助 
0.00％ 0円 

3年目～ － － 2.0％ 全額 

新潟県農林水産業

振興資金（8号資金） 

（民間金融機関※1） 

2年間 
2.05％ 

補給 

全額相当を

補助 
0.00％ 0円 

3年目～ 1.70％補給 － 0.35％ 全額 

農林漁業セーフテ

ィネット資金 

（日本政策金融公庫） 

2年間 
0.45～0.85％

補給※2 

－ 

※3 
負担なし 

－ 

※3 

3年目～ － 
－ 

※3 

0.45～ 

0.85％※2 

－ 

※3 

猛暑等を影響とす

る緊急特別融資 

（民間金融機関） 

2年間 
最大 0.85％ 

補助 

全額相当を

補助 

0.85％超

過分 
0円 

3年目～ － － 全額 全額 

                                                           ※1契約締結前のため別途、市のホームページ等で周知 

※2農林漁業セーフティネット資金の貸付利率は直近の利率を記載（毎月変動） 

※3農林漁業セーフティネット資金は保証料が不要 
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⑶ 資金及び融資の対象者 

今夏の猛暑・渇水で農畜産物等の被害を受け、収入減少等が見込まれる農業者等 

 

⑷ 緊急金融支援の申込期間 

・令和 5年 10月 2日（月）から令和 6年 3月 29日（金）まで 

（上記期間内に融資実行を完了すること） 

 

３ 農業者等への周知方法 

・市ホームページ、市公式ＳＮＳ、上越市農林水産部のＳＮＳ公式アカウント等で

周知するほか、えちご上越農業協同組合と連携して農業者に周知する。 

・市内の金融機関及び農業関係機関等に緊急金融支援のチラシを送付し、相談に来

られた農業者等にご案内いただく。 
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次の要件をいずれも満たす必要があります。 

○市内に住所又は事業所を有すること。   

○市税を完納していること。 

○補助金の交付を申請する日において、継続して農業等を行っている

こと。 

○令和 5 年猛暑・渇水による収入の減少を理由に借入れをすること。 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市では、今夏の猛暑と渇水により、経営に影響を受け

ている農業者等の皆様を対象に、経営の安定化を目的

とした緊急金融支援制度を創設しました。 
 

対象となる方 

枯死した稲と稲穂 発芽不良のあったそばのほ場 

重要 



4 
 

 

 
 
 

 

＜問い合わせ・ご相談＞ 

融 資 課：025-527-2002  上越支店：025-524-6444 浦川原支店：025-599-2331 

中央支店：025-524-3930 三和支店：025-532-2311 頸城支店：025-530-2321 

新井支店：0255-72-2260 はまなす支店：025-536-2283 有田支店：025-543-2661   

関山支店：0255-82-2002 

 

 

 

   

＜問い合わせ・ご相談＞ 

日本政策金融公庫 新潟支店 農林水産事業：025-240-8511 

 内   容 

融資対象者 

猛暑・渇水被害により収入減少等が見込まれる農業者 

※対象品目は、稲作および園芸作物、果樹、花卉、畜産物といった農

畜産物全般 

融資限度額 2,000万円 

融資金利 

年2.0％（固定金利） 

実質金利 1～2年目 0.00％（県信連とJAの利子補給により無利子） 

3年目～  自己負担 

保証料 
借入れ後2年分の保証料相当額を一括補助（3年目以降は自己負担） 

※借入れ時の保証料率を適用します。 

融資期間  10年以内（うち据置期間2年以内） 

取扱期間  
令和5年10月2日（月）～令和6年3月29日（金） 

※令和6年3月29日（金）までの貸付実行案件を対象とする。 

 内   容 

資金使途 
社会的・経済的環境の変化等により経営状況が悪化している場合に農林
漁業者の経営の安定に必要な資金 

融資対象者 認定農業者、主業農林漁業者、認定新規就農者、集落営農組織 

融資限度額 

一般：600万円 

特認：年間経営費の6/12又は粗収益の6/12に相当する額のいずれか低い

額（簿記記帳を行っている場合） 

融資金利 

年0.45～0.85％（令和5年9月19日現在。利率は改定されます。） 

実質金利 1～2年目 0.00％ 

3年目～  自己負担 

保証料 不要 

融資期間  15年以内（うち据置期間3年以内） 

○令和 5年度緊急農業経営安定対策資金（JA） 
 

○農林漁業セーフティネット資金（日本政策金融公庫） 

対象の資金 

市の支援 

市の支援 ・借入れ後 2 年分の利子相当額を一括補助 

・借入れ後 2 年分の保証料相当額を一括補助 
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・融資金利が 0.35%となるように金融機関に利子補給を実施 

・借入れ後 2 年間は無利子となるように上乗せして利子補給 

・借入れ後 2 年分の保証料相当額を一括補助 
 

＜問い合わせ・ご相談＞ 

上越市役所農村振興課管理係 電話 025-520-5752 

Mail  nousonshinkou@city.joetsu.lg.jp 

※取扱いが可能な金融機関や取扱いの開始日は、農村振興課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

・借入れ後 2 年間の利子相当額（最大 0.85％）を一括補助 

・借入れ後 2 年分の保証料相当額を一括補助 

＜問い合わせ・ご相談＞ 

上越市役所農村振興課 管理係 電話 025-520-5752 

                 Mail nousonshinkou@city.joetsu.lg.jp 

※取扱いが可能な金融機関や取扱いの開始日は金融機関によって異なりますので、農村

振興課までお問い合わせください。  

 内   容 

融資対象者 

農業、林業又は漁業を営む個人、法人又は団体で、令和5年夏季の高

温及び渇水により被害を受け、農作物等の販売金額（売上高）の減少

が平年（過去3か年の平均）の販売金額（売上高）の100分の10以上で

あることが見込まれる者 

融資限度額 600万円 

融資金利 

基準金利 下記実質金利になるよう市が金融機関に利子補給 

実質金利 1～2年目 0.00％ 

       3年目～  0.35％ 

融資期間  7年以内（うち据置期間2年以内）  

保証料 
借入れ後2年分の保証料相当額を一括補助（3年目以降は自己負担） 

※借入れ時の保証料率を適用します。 

 内   容 

融資対象者 渇水や猛暑の影響により資金繰り等に影響を受けた農業者等 

融資金利 
実質金利 1～2年目 0.85％を超過した金利を自己負担 

3年目～   自己負担 

保証料 
借入れ後2年分の保証料相当額を一括補助（3年目以降は自己負担） 

※借入れ時の保証料率を適用します。 

○新潟県農林水産業振興資金（8号資金） 

市の支援 

○民間金融機関による猛暑や渇水被害に係る緊急特別融資 

市の支援 

mailto:nousonshinkou@city.joetsu.lg.jp
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申 込 期 間 令和５年１０月２日（月）から令和６年３月２９日（金）まで 

※期間内に融資実行が完了していることが要件になります。 

お手続きの流れ ※新潟県農林水産業振興資金（8号資金）以外 

1 相談

金融機関へ融資の相談を行います。

２ 事務手続き

融資を受けるために必要な手続きを行います。併せて、融資を受ける方の資金借入れ
に関する資料について、金融機関が市に提供することへの同意書を提出します。

３ 審査・貸付実行

金融機関での審査があります。審査後、金融機関が貸付を実行します。

４ 市への補助金交付申請

補助事業の対象要件を満たしている方は交付申請書を市へ提出します。

５ 審査・交付決定

市は補助金の交付申請書類を審査した後、補助金の交付決定を行い、その結果を申請

者に郵送します（交付決定通知）。

６ 請求書提出

交付決定通知に同封の請求書を期限までに市へ提出します。

７ 補助金の交付

請求書の審査を行い、補助金を交付します（口座振込）。

※新潟県農林水産業振興資金（8 号資金）については、お取扱金融機関を市農村振興課に御確認いただ

いてから、金融機関で手続きを行ってください。 

＜問い合わせ・ご相談＞ 

上越市役所 農村振興課 

電話 025-520-5752 

Mail  nousonshinkou@city.joetsu.lg.jp 










